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     〈 県民等からの意見提出の状況 〉 

 

 

 

 

 

意見等提出人数・団体 55 － 7

意見等提出件数 110 65 16

反映 13 2 3

既に盛り込み済 79 53 10

具体の施策の参考 6 1 0

対応困難 1 0 0

その他 11 9 3

市町
　提出状況

方法　 県民意見
提出手続

出前会議・ＮＰＯ



意見募集期間：平成１８年２月２日～平成１８年３月３日

意見等の提出件数：１１０件（５５人）

意見等の概要 件数 県の考え方
　県民一人ひとりの力による地域づ
くり活動のさらなる拡がりに向け、
基本的な支援の方向性を明らかにす
ることは大切なことだと思う。

1

　全体的に分かりやすく書かれてお
り、参画と協働についてよく理解で
きた。参画と協働は大変重要なこと
なので、広くＰＲしてほしい。

10

　今後は、指針・計画をいかに実現
していくかが重要である。 3

　県が具体的にどのような施策や取
り組みを行ってくれるのかが見えて
こない。具体的な施策は今後、どの
ような形で明らかにされるのか。

1

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ４の「（３）毎年度の推進と評価」
に記述のとおり、参画と協働に関する具
体的な施策については、本指針・計画に
基づき、毎年「参画と協働関連施策の展
開方針（施策体系）」を作成し、公表す
ることとしています。

は
じ
め
に

(3)議会と
知事の関
係は

　参画と協働が進み、行政と県民と
の関係が明確になればなるほど、地
方自治の双輪である県議会が果たす
役割も重要になる。今後とも、両者
が緊張感をもった上で連携し、県民
の意見を聴きながら県政を推進する
ことが兵庫県の発展につながると思
う。

3

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ２の「（３）議会と知事の関係は」
において、ご意見の趣旨を踏まえた記述
をしています。

　指針・計画の期間について、「全
県ビジョン推進方策」の期間に合わ
せるのは、分かりやすさなどの観点
から良いことだと思うが、その意義
も簡単に書いておくと良いのではな
いか。 1

〈ご意見を反映しました〉
　ご意見を踏まえ、Ｐ３の「（２）期
間」に次のとおり記述を追加しました
（下線部を追加）。
　
「総合的・一体的な県行政を推進するた
め、期間については、県政推進の基本方
針である『全県ビジョン推進方策(第２
期)』とあわせ、平成18(2006)年度～平
成22(2010)年度の５年とします。」

　年次報告を活用した迅速なフォ
ローを行うことには賛同する。その
ためには、分かりやすいものにしな
ければならない。

1

〈ご意見を反映しました〉
　ご意見を踏まえ、Ｐ４の「（３）毎年
度の推進と評価」に次のとおり記述を追
加しました（下線部を追加）。
　
「また、（『年次報告』の）作成にあ
たっては、県民の意見も聴くとともに、
多彩な地域づくり活動の事例なども組み
込むなど、県民に分かりやすいものとし
ます。」

１
目
的
・
役
割
等

(2)期間

          ① 県民意見提出手続により提出されたご意見等の概要と
　           これに対する県の考え方

案件名：「地域づくり活動支援指針」「県行政参画・協働推進計画」
　　　　　検証結果を踏まえた補強・改定（案）について

項目等
指針・計画全般
について

〈既に盛り込み済です〉
　今後は、補強・改定した本指針・計画
に基づき、県民の参画と協働のより一層
の推進を図っていきます。

1
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(2)県民と
ともに歩
む県政

　参画と協働を実現するためには、
県民一人ひとりが、地域のことに積
極的に関わっていくことが重要であ
る。最近、増加している犯罪を減ら
すためにも、地域が力をあわせるこ
とが必要である。

1

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ６の「(2)県民とともに歩む県政」
において、ご意見の趣旨を踏まえた記述
をしています。
　なお、県では、まちづくり防犯活動グ
ループの育成・支援などを通じて、地域
住民を中心とする自主的な防犯活動の活
性化を図り、地域における犯罪発生の防
止をめざす「地域ぐるみ安全対策事業」
を実施しています。

(1)参画と
協働によ
る兵庫づ
くり

　自分勝手で、無責任な行動をする
人が多すぎるように見受けられるの
で、「新しい公」や「個」を開くと
いった考え方の教育をしっかりや
り、家族や地域のきずなを大切にし
て、お互いに信じあえる社会を築く
必要があると思う。特に、20年、30
年先に社会の中核を担う子どもや若
者に地域活動に参加してもらい、
「参画と協働」の意味をきっちり伝
えることが必要である。

3

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ13の「参画と協働による兵庫づく
り」や、Ｐ19の重点取り組み項目「□地
域に潜在する多様な人材の参画・協働を
進めます」において、ご意見の趣旨を踏
まえた記述をしています。

　「参画と協働の５つの要素」を示
すイラストは、イメージが湧きやす
く良い。

1

〈その他〉
　本指針・計画の作成にあたっては、県
民の皆さんが内容を理解しやすいよう
に、イラストや図表を用いて分かりやす
い資料作成に努めました。

(2)各主体
の役割と
連携

　支援指針・推進計画は、県民や団
体、企業だけでなく、市町行政との
関係にも触れてあり、参画と協働の
推進のポイントは押さえてあると思
う。

1

〈その他〉
　参画と協働の推進にあたっては、市町
との適切な役割分担のもと、緊密な連携
を図ることが重要であると考えており、
これまで以上に市町と連携を深めながら
取り組んでいきます。

　参画と協働については、先進的な
市町もあるが、全体的に県の方が進
んでいると感じている。対等の関係
であることは理解するが、県が市町
をリードしていくことも必要であ
る。

3

　参画と協働について、県と市町と
の役割分担と連携が大切ではない
か。県と市町が同じことをしてもし
かたがないと思う。

2

　現状では、県と市町が十分に連携
できている状況とはいえない。県と
市町とが、どのような分野で、どの
ように連携していくのかをもっと具
体的に明示するべきである。 1

〈具体の施策の参考とします〉
　具体的に県と市町が、どのような分野
で、どのように連携していくかについて
は、本指針・計画の考え方に基づき、今
後個々の参画と協働の場面において検討
していくべき課題であると考えていま
す。

３
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〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ15の「【地域づくり活動での市町と
県の関係は…】」において、ご意見の趣
旨を踏まえた記述をしています。

2



　自治会、婦人会などの連合組織を
「中間支援組織」とするのは一般的
ではない。「中間支援機能を持つ組
織・団体」とでもしてはどうか。

1

〈ご意見を反映しました〉
　ご意見を踏まえ、Ｐ15及びＰ23の「中
間支援組織」を「中間支援機能を持つ組
織・団体」に修正するとともに、Ｐ15の
「【中間支援機能を持つ組織・団体への
期待】」の記述を次のとおり修正しまし
た。

「ここでは、中間支援機能を持つ組織・
団体には、ネットワーク形成や調整
（コーディネート）活動に重点を置いた
NPO/NGOをはじめ、自治会、婦人会など
の地域団体や職能団体など各種団体の全
県・広域組織など多様なものがあるとら
えています。」

(1)展開に
あたって
の３つの
視点

　３つの視点の中で、「過程（プロ
セス）の共有」がとても重要であ
る。みんなで、創り上げる過程が
あってこそ、真の「参画と協働」と
いえる。

1

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ17の「○過程（プロセス）の共有」
において、ご意見の趣旨を踏まえた記述
をしています。

　地域では、様々な活動が行なわれ
ており、そうした活動が広く認知さ
れるとともに活動団体相互に情報共
有できるしくみをつくってほしい。 2

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ18の重点取り組み項目「□多様な情
報を使いやすく提供します」において、
ご意見の趣旨を踏まえた記述をしていま
す。

　県民が地域づくり活動に取り組み
たい時に、県の支援施策をはじめ、
活動のポイントなどについてまとめ
た手引書のようなものがあればいい
と思う。

1

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ18の重点取り組み項目「□多様な情
報を使いやすく提供します」において、
ご意見の趣旨を踏まえた記述をしていま
す。

　先進事例の紹介については、たと
えば参画と協働の先進事例に関する
記事をネット配信しているリンク先
を紹介するページを県ホームページ
に設けてはどうか。

1

〈具体の施策の参考とします〉
　今後、いただいたご意見を参考にし、
費用対効果を勘案しながら、導入の可否
を検討いたします。

　参画と協働において重要なこと
は、「評価」だと思う。ＮＰＯの評
価システムの検討も進んでおり、こ
れらをうまく活用して、行政が支援
を行うなどのしくみが必要である。

1

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ18の重点取り組み項目「□多様な情
報を使いやすく提供します」において、
ご意見の趣旨を踏まえた記述をしていま
す。

(2)地域づ
くり活動
の支援の
方向
①新たな
活動を生
み、育む

４
参
画
と
協
働
の
展
開
方
向
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　中学校はトライやるウィークで、
学校と地域社会のつながりができつ
つある。一方、高等学校はまだまだ
地域とのつながりが薄いように思わ
れる。高校には、より専門性の高い
教員や施設も多く、地域社会にとっ
て有益な知恵があり、また高校生に
とっても社会を知るきっかけになる
と思う。高校と地域社会との交流を
進めることができないか。

1

〈既に実施しています〉
　高校生の地域社会に対する参画意識を
高めるため、高校生自身が、地域社会の
力となるような活動を行う「高校生地域
貢献事業～トライやる・ワーク～」を
H17年度から実施しています。

　参画と協働の意識はあるが、時間
などの制約により、実践できない人
をどうするかが問題である。その人
たちを駄目な県民とするのではな
く、条件さえ整えば、参画と協働を
実践する可能性のある県民として捉
えてほしい。

1

　今まで仕事一筋で退職された方
や、子育てを終え時間に少し余裕の
できた方が、主体的に活動に参画で
きるような支援をお願いしたい。

1

　「企業、大学などの特性や専門性
を生かす取り組みへの支援」の趣旨
は分かるが、「交流・連携の機会づ
くり」とのつながりが理解できな
い。

1

〈ご意見を反映しました〉
　ご意見を踏まえ、Ｐ19の「□地域に潜
在する多様な人材の参画・協働を進めま
す」の記述を次のとおり修正しました
（下線部を修正）。

「企業・事業者､団体､大学等が、それぞ
れの特性や専門性を生かして地域づくり
活動に取り組めるよう、「活動支援ナ
ビ」などを活用した情報集約の場(プ
ラットホーム)や、多様な主体との交
流・連携の機会づくりなどに取り組みま
す。」

　高齢化が進んでいるが、元気な高
齢者も多い。趣味の活動だけではな
く、それらを地域を良くする取り組
みへと展開させていくことが必要で
あると思う。学んだことや人とのつ
ながりを地域づくりへ生かしていく
ような施策が必要である。

1

　地域づくりに関する様々な講座の
修了者などが、地域で活動しやい環
境をつくり、これらの人材をうまく
活用することが重要である。

2

　県では地域づくりに関する様々な
学習講座を開催しているが、講座の
修了認定が所属長名などの場合は、
修了者が実際に地域で活動する際に
躊躇することがあるので、知事名に
統一してほしい。

1

〈具体の施策の参考とします〉
　地域づくりに関する学習講座の修了認
定については、各講座の実情に応じて
行っていますが、今後、いただいたご意
見を参考にし、修了認定の在り方につい
て検討いたします。

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ19の重点取り組み項目「□地域に潜
在する多様な人材の参画・協働を進めま
す」において、ご意見の趣旨を踏まえた
記述をしています。

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ19の重点取り組み項目「□実践活動
につながる学習機会を充実します」にお
いて、ご意見の趣旨を踏まえた記述をし
ています。
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　団塊の世代の退職者を含め、主に
シニア世代の居場所づくりとして、
生涯学習を切り口に参加者との交流
を通じて、絆を深め自分力を高める
ことを目的とした文化サロンの創設
を提案する。

1

〈既に実施しています〉
　県では、シニアをはじめとする多くの
県民の皆さんが、主体的に学び、その学
習成果を活かしながら実践活動を展開で
きるよう、生活創造センターや、文化会
館等において、グループ活動スペース等
の施設提供を行うとともに、学習情報の
提供・相談、学習グループによる交流の
場づくりなど多様な支援を行っていま
す。
　さらに、来年度から本格展開する「県
民交流広場」事業では、概ね小学校区単
位の活動の場づくりを支援し、生涯学習
をはじめ、様々な実践活動を通じて、シ
ニアはじめ県民一人ひとりが身近な地域
の中で役割を担いながら生きがいを見い
だせるよう支援していきます。
　これらを活用しながら、地域特性に応
じた、主体的な取り組みを期待していま
す。
　

　ＮＰＯなどの新しい活動への支援
もいいが、自治会、婦人会などの活
動の重要性を再認識していただき、
再活性化への支援をお願いしたい。

1

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ20の「②活動を高め、支える」にお
いて、地域団体の創意工夫を生かした活
動支援など、ご意見の趣旨を踏まえた記
述をしています。

　地域において参画と協働を進める
ためには、地域を変えるキーパーソ
ンを育成することももちろん必要だ
が、地域がその人材を支えることも
必要である。

1

〈その他〉
　今後とも、県民の皆さん同士のパート
ナーシップによる地域づくり活動を支援
していきます。

　公園の維持・管理に関する活動を
しているが、団体の継続的な活動に
つながるような支援をお願いした
い。 1

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ20の重点取り組み項目「□主体的、
継続的な活動につながるような支援を行
います」において、ご意見の趣旨を踏ま
えた記述をしています。

　地域づくり活動の展開・継続にあ
たって重要なことは、活動の場所の
確保である。活動に携わっているも
のが、いつでも集える恒常的な場の
確保への支援をお願いしたい。

2

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ21の重点取り組み項目「□既存施設
を活用した身近な活動の場づくりを支援
します」において、ご意見の趣旨を踏ま
えた記述をしています。

　県庁舎の会議室などについて、夜
間など空いている時間は県民に無料
で開放し、地域づくり活動の拠点と
して利用できるようにすればいい。
県民がいつでも気軽に利用できるよ
うになれば、県政も身近に感じると
思う。管理については、自治会やボ
ランティアグループに委託すればど
うか。

1

〈一部既に実施しています〉
　庁舎の会議室を夜間等に開放すること
は、警備上・保安上の問題などから困難
と考えています。ただ、会議室が庁舎の
外にあり、警備上も問題のない一部庁舎
にあっては、すでに夜間や休日に外部団
体にご活用いただいています。
　なお、今後とも、庁舎でのイベントの
実施など、庁舎が県民の交流する場とし
て身近なものとなるよう検討していきま
す。

②活動を
高め、支
える
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　商店街がさびれている。空き店舗
をうまく活用して、地域づくり活動
につなげ、ひいては商店街の再活性
化をめざすような施策ができない
か。

1

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ21の重点取り組み項目「□既存施設
を活用した身近な活動の場づくりを支援
します」において、ご意見の趣旨に沿っ
た記述をしています。
　なお、県では、商店街等の活性化を図
るため、不足業種・業態の解消による商
業集積の魅力向上のための商店街等の取
り組み等に対し、空き店舗需要マッチン
グシステムの運営、アドバイザーの派
遣、商業者グループ等への補助などの支
援を行う「空き店舗活用支援事業」を実
施しています。

　学校施設を活動の拠点にするとあ
るが、最近、学校を狙った犯罪が頻
発しており、学校が閉じる方向に動
いている。このあたりをどう考える
のか。 1

〈具体の施策の参考とします〉
　地域づくり活動の拠点として、学校は
重要な施設だと考えており、具体的なし
くみについては、今後、県民や市町と検
討を深めていきたいと考えています。

　補助金申請の「ワンストップサー
ビス」が挙げられているが、競争的
補助金の獲得では、対面でのヒアリ
ングや質疑応答が重要である。県で
はプログラム・オフィサーの役割が
十分に理解されているとは言えず、
助成金の申請や活用の課題になって
いる。補助金の申請に当たって、本
当に役立つサービスは簡素化、迅速
化だけではないと思われる。

1

〈ご意見を反映しました〉
　ご意見を踏まえ、Ｐ21の「□自立的な
財政基盤の充実を支援します」に次のと
おり記述を追加しました（下線部を追
加）。

「また、補助金等の申請にあたっての相
談体制の整備や、審査にあたってのヒア
リングの実施など、県民の立場に立った
しくみを拡充します。」

　寄付文化について触れてあるが、
これは日本の将来を考える上で、と
ても重要である。具体的な道筋は見
えないが、是非、取り組んでほし
い。

2

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ21の重点取り組み項目「□自立的な
財政基盤の充実を支援します」におい
て、ご意見の趣旨を踏まえた記述をして
います。
　これらの取り組みを実施しながら、寄
附文化の醸成を図っていきます。

　ＮＰＯの中には、実態のないもの
や、反社会的な活動を行っているも
のもあると聞く。ＮＰＯ支援にあ
たっては、本当に支援するに値する
団体かどうかの審査はどうしている
のか。

1

〈その他〉
　ＮＰＯ法人については、認証の際の審
査のみならず、事業報告書の審査、情報
公開による市民監視など、適正な運用を
図っています。

6



③活動を
つなぎ、
拡げる

　近年、特に自治会活動や婦人会活
動が低調であると感じている。一方
で、元気のいいＮＰＯがさまざまな
活動を行っており、うまく連携して
いきたいと思っているが、なかなか
相互理解が難しい。双方が連携して
地域づくり活動に取り組めるような
しくみづくりが必要である。

4

　地域団体、ＮＰＯ、推進員、地域
ビジョン委員、コーディネーターな
どに関わる人材が重複している。
ネットワークと称して、同一・類似
の活動をしている組織（団体）・人
を結びつける傾向が強い。
　むしろ今後の地域づくりには、同
質的な結びつきよりも異業種交流に
よる新しい発見といった異質的な結
びつきの方が重要ではないか。

1

　地域づくり活動サポーターの役割
を明確にする必要がある。
　また、サポーターズネットは、何
を目指すネットワークなのかがよく
分からない。同種のネットワークが
他にもあると聞くが、それらを一本
化できないか。

2

〈既に実施しています〉
　地域づくり活動サポーターは、県民の
さまざまな地域づくり活動を効果的に支
援するため、県民の身近なアドバイザー
として、また、グループ・団体・ＮＰＯ
/ＮＧＯなど多様な主体のつなぎ役とし
て、さらに、県民局域で活動する各種推
進員の連携の推進役としての役割を担っ
ています。今後、サポーターが円滑に活
動できるよう、これらの役割を明確に
し、わかりやすく情報提供していきま
す。
　また、サポーターズネットは、地域づ
くり活動のさらなる拡がりを目指し、サ
ポーターをはじめ、各種推進員や地域団
体・ＮＰＯリーダーなど地域づくり活動
を担っている人材の出会いの場として構
築するものです。具体的なネットワーク
の目的については、各地域の実情や抱え
る課題に基づき設定していくことになり
ます。

　ネットワークづくりに関しては、
縦割りと市町行政のしがらみで実現
できておらず、現状ではまだ課題が
多い。 1

〈その他〉
　多様な主体が地域を越えて連携できる
ように、Ｐ22の重点取り組み項目「□人
や活動をつなぎます」に記載した取り組
みを積極的に進めます。

　ネットワークづくりをすすめるに
あたっては、インターネットによる
情報共有に偏ることなく、実際に集
まって意見交換したり、コミュニ
ケーションを図る労力をいとわない
ことが大切だと思う。

1

〈既に盛り込み済です〉
　ネットワークづくりをすすめるにあ
たっては、インターネットによる情報共
有だけでなく、Ｐ22の重点取り組み項目
「□人や活動をつなぎます」に記述のと
おり、多様なネットワークづくりを支援
していきます。

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ22の「③活動をつなぎ、拡げる」に
おいて、ご意見の趣旨を踏まえた記述を
しています。
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　資金源（パブリックリソース）の
拡大と多様化は、独立して取り扱う
のがふさわしい課題である。ここで
は例示として「アワード」が挙げら
れているが、１％支援制度（市民活
動支援制度）など、近年各地で工夫
され、導入されているさまざまなし
くみに留意する必要がある。 1

〈ご意見を反映しました〉
　ご意見を踏まえ、Ｐ22の重点取り組み
項目「□人や活動をつなぎます」に次の
とおり記述を追加しました（下線部を追
加）。

「県民はもちろん企業や活動団体等が、
地域づくり活動への意欲を高めていただ
くきっかけづくりとなるよう、企業等か
ら資金を募り、優れた地域づくり活動の
顕彰する「アワード」のようなしくみを
はじめ、多様な資金を募るしくみを活
用・導入します。」

　地域づくり活動を展開するために
は、そこに住んでいる人だけでな
く、出身者や何らかの縁のある人な
どにも参画・協働してもらう仕組み
が必要である。

1

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ22の重点取り組み項目「□人や活動
をつなぎます」において、ご意見の趣旨
を踏まえた記述をしています。

　ボランタリー団体の中間支援組織
であるひょうごボランタリープラザ
が実施しているのは、ＮＰＯが不特
定多数のＮＰＯ等に対し行っている
中間支援活動への資金助成であり、
中間支援組織に対する支援ではな
い。中間支援組織自体は連携の対象
ではあっても支援の対象ではないの
ではないか。 1

〈ご意見を反映しました〉
　ご意見を踏まえ、Ｐ23の重点取り組み
項目「□活動を総合的に支える中間支援
機能を持つ組織・団体を支援します」の
記述を次のとおり修正しました（下線部
を修正）。

「ボランタリー活動の全県的な支援拠点
であるひょうごボランタリープラザが、
公的な支援機関、専門的知識を持つ大
学、企業などと連携しながら、中間支援
機能を持つNPO/NGO、地域支援拠点など
との情報共有、ネットワーク形成、資金
助成などを通じて、さまざまな中間支援
機能の充実を支援します。」

　ひょうごボランタリープラザの機
能を高めるために、プラザの地域版
を県民局に設置するなど、各県民局
との連携の手段をもう少し明確化で
きないか。

1

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ23の「□活動を総合的に支える中間
支援組織を支援します」において、ご意
見の趣旨を踏まえた記述をしています。
　具体的には、｢ひょうごボランタリー
プラザ｣の全県支援拠点機能の一つとし
て、各県民局と連携し、管内の｢生活創
造センター｣｢市区町社会福祉協議会ボラ
ンティアセンター｣｢公民館｣｢中間支援Ｎ
ＰＯ｣等のネットワーク｢地域別活動支援
ネット｣を形成し、地域づくり活動の現
状・課題や支援に関する情報共有、支援
に関する連携強化を図ることとしていま
す。
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　災害時を想定した平時からの関係
者のネットワークづくりは重要であ
る。その中核になるのは、やはり
県・市町などの行政ではないか。ま
た、生協や大学など災害救援に実績
のある組織が入っていないのはなぜ
か。

2

〈ご意見を反映しました〉
　ご意見を踏まえ、Ｐ23の重点取り組み
項目「□活動を総合的に支える中間支援
機能を持つ組織・団体を支援します」に
次のとおり記述を追加しました（下線部
を追加）。

「災害時のボランティア活動がスムーズ
に展開されるよう、行政（県・市町）、
県・市町社会福祉協議会、ひょうごボラ
ンタリープラザが連携し、災害救援ＮＰ
Ｏ／ＮＧＯや企業、生協、職能団体など
多様な主体による、平時からのネット
ワークづくりを進めます。」

　中間支援組織の支援機能の強化を
図るため、生きがいしごとサポート
センター事業にＮＰＯの中間支援機
能に関する事業を付加してはどう
か。

1

〈具体の施策の参考します〉
　県では、コミュニティ・ビジネス等に
よる生きがいを重視した働く場や、活動
の場を求める方を総合的に支援すること
を目的とした「生きがいしごとサポート
センター事業」を実施してきました。
H18年度からはこれまでの事業に加え、
生きがいしごとをコミュニティ・ビジネ
スとして定着させ、地域社会に貢献でき
るようにするため、ＮＰＯ等起業後の団
体に対して専門家派遣や講座・研修の開
催などの支援を行うこととしています。

　企業とＮＰＯ法人との協働を進め
るために、企業とＮＰＯ法人のマッ
チングやフォーラム・交流会の開催
などをしてはどうか。 1

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ22の重点取り組み項目「□人や活動
をつなぎます」において、ご意見の趣旨
を踏まえた記述をしています。

　地域づくり活動応援事業（地域団
体活動パワーアップ事業）など、県
の支援をうまく活用していきたいと
考えているので、この施策はぜひ継
続してほしい。

2

〈その他〉
　地域団体活動のさらなる活性化を通じ
て活動の裾野が広がるよう、これまのパ
ワーアップ事業の取り組みを検証した上
で、引き続き実施していきます。

　住民が自分たちの地域社会を、自
分たちの力で大切にするということ
は、本当に大事なことである。「参
画と協働」というと難しく聞こえる
が、昔の地域社会のつながりを取り
戻すことだと思う。場合によって
は、何らかの強制力が働くような仕
組みが必要ではないか。

1

〈対応は困難です〉
　地域社会の共同利益の実現への参画と
協働は、あくまで県民の自律的で自発的
な取り組みのもとで推進していくものと
考えています。
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　参画と協働の基本は情報公開であ
り、県はもっと積極的に情報の公
開・提供に取り組むべきである。ま
た、情報を提供する際には、県民の
立場に立ったわかりやすい情報の提
供や、県民に興味をもってもらえる
ようなＰＲなどの広報上の工夫が必
要である。

5

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ24の「①県民と情報を共有する」に
おいて、ご意見の趣旨を踏まえた記述を
しています。

　「世代や属性を意識した広報活動
の展開」とあるが、そのようなきめ
細かなサービスが実現するとありが
たい。世代ごとにどのような広報
ニーズがあるのか、民間企業のマー
ケティング戦略などが参考になるの
ではないか。

1

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ24の重点取り組み項目「□県民が主
体的に選択できる情報を迅速に提供しま
す」において、ご意見の趣旨を踏まえた
記述をしています。

　県の情報提供については迅速さが
重要だと思う。現在、本庁のホーム
ページは広報課が一元管理している
が、たとえば「広報課の許可を得た
ページについては各課の決裁で更新
してよい」というようなしくみをつ
くってはどうか。 1

〈ご意見を反映しました〉
　ご意見を踏まえ、Ｐ24の重点取り組み
項目を「□県民が主体的に選択できる情
報を迅速に提供します」に修正しました
（下線部を追加）。
　なお、現在、県では、県ホームページ
の統一性の確保と、時機を逃さない迅速
な情報発信の両面から、ホームページを
更新する際の手続の見直し等についても
検討しています。

　施策の企画・立案、執行にあたっ
て、本当に無駄はないか、予想して
いた効果が得られたか、費用対効果
はどうかなどを、県民に分かりやす
く説明することが必要である。ただ
し、行政は民間企業とは違い、コス
トの論理だけではいけない。コスト
はかかっても（民間ベースではでき
なくても）、地域の健全な発展のた
めには実施しなければならない取り
組みもある。そのあたりをうまく評
価する仕組みも必要である。

1

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ24の重点取り組み項目「□県行政の
評価・検証への県民参画を進めます」に
おいて、ご意見の趣旨を踏まえた記述を
しています。

　一般県民が普通に生活している
と、県庁とはあまり縁がないように
思う。様々な委員とかの公募を行っ
ているのは知っているが、日常の仕
事もあり、応募にまでは至らないと
いうのが大半の県民の感想だろうと
思う。

1

〈ご意見を反映しました〉
　ご意見を踏まえ、Ｐ25の重点取り組み
項目「□審議会などへの県民の参画機会
を拡げます」に次のとおり記述を追加し
ました（下線部を追加）。
　
「 審議会等への県民の関心を高めると
ともに、委員として広く県民の参画を求
めるため、審議会等にかかる情報を一括
提供するホームページ内容の拡充など積
極的な広報に努めます。」

(3)参画と
協働によ
る県行政
推進の方
向
①県民と
情報を共
有する

②県民と
知恵を出
し合う
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　県民モニター、アドバイザーなど
を導入するとあるが、ばらばらに募
集するのではなく、できるだけ県民
に分かりやすい形で募集、広報して
ほしい。

1

〈具体の施策の参考とします〉
　審議会等の委員と同様に、県民モニ
ター、アドバイザーなどの募集について
も県民に分かりやすい広報に努めます。

　ＮＰＯ活動に取り組んでいるが、
行政のＮＰＯに対する理解が少ない
（信用されていない）と感じること
が多い。ＮＰＯの社会的な意義を
もっとＰＲするとともに、行政と協
働して地域づくり活動を行う機会を
増やしてほしい。

1

　参画協働を進めていく上で、信頼
関係が最も重要なことだと思ってい
る。自治会やＮＰＯと行政とがもっ
とお互いのことを知り、本音で話し
合える関係になるのが参画と協働を
進めていくためにはぜひ必要であ
る。

1

　美化運動の推進などは、参画と協
働のテーマとして取り組みやすいも
のだと思うので、県民と行政が協働
し、より一層取り組みをすすめるべ
きだと思う。

1

　地域において参画と協働による取
り組みは拡がりつつあるが、まだま
だ県民の大多数は無関心であり、今
後は、一段とわかりやすい施策が望
まれる。

1

　参画と協働の推進には、県職員の
意識改革が重要である。職員には、
参画と協働の先導役として、広い知
識と実践力を持ってほしい。そのた
めの研修も充実するべきである。

7

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ28の「□職員意識を醸成します」に
おいて、ご意見の趣旨を踏まえた記述を
しています。

　全体的に県職員、特に県民局の職
員の対応が良くなった。参画と協働
の県政の成果か。 2

〈その他〉
　今後とも県民の視点に立った参画と協
働による県行政の推進に努めていきま
す。

　もっとコスト意識、効率意識を高
める必要がある。行政は民間企業と
違う原理が働くことは理解している
が、どうも非効率で対応が遅い面が
多いことも否めない。

1

〈その他〉
　職員のコスト意識の向上やアウトソー
シングの推進などにより、県民への迅速
かつ効率的な行政サービスの提供に努め
ていきます。

　県職員もそれぞれの居住地で地域
の一員として地域づくり活動に積極
的に参画し、その活動情報を県職員
間で共有することにより、地域づく
り活動をもっと身近なものとしてい
く必要がある。

1

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ28の「□職員意識を醸成します」に
おいて、ご意見の趣旨を踏まえた記述を
しています。

５
参
画
と
協
働
の
推
進
に
向
け
て

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ26の「③県民と力を合わせる」にお
いて、ご意見の趣旨を踏まえた記述をし
ています。

③県民と
力を合わ
せる

(2)推進体
制の整備

(1)目に見
える形で
の展開

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ28の「(1)目に見える形での展開」
に記述のとおり、子育て、地域防犯、環
境・緑化など地域の特性に応じたテーマ
を設けるなど、できるだけ県民にわかり
やすく、取り組みやすい形で参画と協働
の推進を図っていきます。
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　行政の意思決定のしくみをもっと
シンプルにする必要がある。特に、
現地解決型が売り物の県民局におけ
る権限を強化することが必要であ
る。

1

　県民が地域づくり活動や県行政へ
の参画・協働に取り組みたいとき
に、気軽に親切に相談に乗ってくれ
る仕組みがあればよいと思う。でき
れば、より身近にあればよいが、せ
めて県民局単位で設置してもらいた
い。

2

　市町と県の関係について、「施策
立案段階から、情報を共有し・・・
そのための仕組みづくりに取り組み
ます。」とあるが、具体的にどのよ
うな仕組みを想定しているのか、例
示してもらえると分かりやすい。

1

〈ご意見を反映しました〉
　ご意見を踏まえ、Ｐ29の「□市町との
連携を深めながら、全庁が一体となった
推進体制を整備します」に次のとおり記
述を追加しました（下線部を追加）。

「市町と県が対等・協力のパートナーと
して、緊密な連携・協調のもと、施策立
案段階から情報を共有し、効果的な施策
の立案・広報・実施はもとより、参画と
協働の推進方法などについて意見交換を
行うため、県・市町会議や県民局での地
域政策懇話会などを効果的に運用すると
ともに、市町と県が日常的に情報共有、
意見交換を図るため、ＩＴを活用するな
ど迅速で効果的な仕組みの構築に取り組
みます。」

資
料
資料２
用語解説

　用語解説に一部不正確な記述があ
るので、正しく記述するべきであ
る。

1

〈ご意見を反映しました〉
　ご意見を踏まえ、Ｐ36～38の「資料２
用語解説」の｢ＮＧＯ｣｢ＮＰＯ｣｢ひょう
ごボランタリー基金｣｢ひょうごボランタ
リープラザ｣などの用語を修正しまし
た。

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ29の｢□市町との連携を深めなが
ら、全庁が一体となった推進体制を整備
します」において、ご意見の趣旨を踏ま
えた記述をしています。
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意見等の提出件数：６５件
意見等の概要 地域等 県の考え方

　地域の住民自らが、知恵や
アイデアを出し合って、力を
合わせて、さまざまな地域づ
くりに取り組む「参画と協
働」は大切である。

丹波

　指針･計画の内容は素晴ら
しいので、今後、これを実現
させることが大切である。 但馬

　内容が、抽象的で分かりに
くい。もっと具体的な施策を
記載すべきではないか。

北播磨
淡路

〈既に盛り込み済です〉
　本指針・計画は、参画と協働
関連施策を展開するための基本
となるものであり、具体的な施
策については、Ｐ４の「（３）
毎年度の推進と評価」に記載の
とおり、本指針・計画に基づ
き、毎年「参画と協働関連施策
の展開方針（施策体系）」を作
成し、公表することとしていま
す。

　地域の人は自治会活動に無
関心だが、権利は主張する。
義務に対する意識を持っても
らわないといけない。行政で
こういった意識を植え付ける
何かができないか。

阪神北

〈既に実施しています〉
　本指針・計画に基づき、参画
と協働の意義や必要性につい
て、積極的に普及・啓発してい
きます。

　台風の時に被害に遭い、近
所の人に助けてもらった。普
段からのつながりが大事であ
る。

淡路

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ12の「参画と協働による兵
庫づくり」において、地域社会
の一員としてに自覚と責任を持
ち、積極的に地域につながって
いくことの重要性など、ご意見
の趣旨を踏まえた記述をしてい
ます。

(2)各主体の役
割と連携

　市町を県の下請けのように
考えていては、施策はうまく
いかない。市町の主体性を活
かすように、プロセスを重視
することが必要である。

東播磨

　県の施策・事業が市町に伝
わっていない。県と市町の情
報の共有を強化するべきでは
ないか。

阪神北

　　　　 　② 出前会議参加団体等との意見交換、NPOと行政の協働会議で
　　　　  　　 提出された意見等の概要とこれに対する考え方

(1)参画と協働に
よる兵庫づくり

項目等

指針・計画全般につ
いて

〈既に盛り込み済です〉
　今後は、補強・改定した本指
針・計画に基づき、県民の参画
と協働のより一層の推進を図っ
ていきます。

３
兵
庫
が
描
く
参
画
と
協
働

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ15の「【地域づくり活動で
の市町と県の関係は…】」にお
いて、ご意見の趣旨を踏まえた
記述をしています。
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意見等の概要 地域等 県の考え方項目等

　参画と協働について、市町
の対応がよくないので、参画
と協働の窓口や実践組織を設
けるよう県で指導・助言でき
ないか。

阪神南
東播磨

　各市町の参画と協働に対す
る意識には隔差があるので、
県から市町に意識改革を促し
てほしい。

神戸
阪神南
西播磨

　身近な県政を目指している
のはよいことであるが、市を
通さずに県職員に要望を直接
言うと、市の職員はいやが
る。市町と県の調整が必要で
はないか。

淡路

　自治会、婦人会などの地域
団体が衰退傾向にある。NPO
等の新しい組織が必要ではな
いか。

東播磨

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ14の「(2)各主体の役割と連
携」において、ご意見の趣旨を
踏まえた記述をしています。
　参画と協働による地域づくり
を進めていくためには、県民一
人ひとり、地域団体、ボラン
ティアグループ・団体、ＮＰＯ
／ＮＧＯ、事業者など地域社会
を構成する多様な主体が、それ
ぞれの役割を果たしながら、連
携・協力することが必要と考え
ています。

　｢参画と協働｣はあくまで手
段である。参画と協働による
具体的な取組みにより、こう
いう成果が出たという実例を
示すような形で広報すれば、
県民に伝わりやすいと思う。

淡路

　こころ豊かな人づくり500
人委員会の活動をしている
と、好きで勝手にやっている
んだろうという言い方をされ
る。もっと一般の人に活動が
認識されるよう広報をするべ
きである。

阪神北

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ15の「【地域づくり活動で
の市町と県の関係は…】」にお
いて、ご意見の趣旨を踏まえた
記述をしています。

４
参
画
と
協
働
の
展
開
方
向

(2)地域づくり活
動の支援の方向
①新たな活動を
生み、育む

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ18の重点取り組み項目「□
多様な情報を使いやすく提供し
ます」において、ご意見の趣旨
を踏まえた記述をしています。
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意見等の概要 地域等 県の考え方項目等

　ひょうごボランタリープラ
ザのホームページでさまざま
な活動情報を提供していると
のことだが、これまでプラザ
のホームページを見たことが
なく、私と同様に知らない人
は多いと思う。情報発信の内
容の充実は必要だが、発信し
ていることのＰＲも大切であ
る。

淡路

〈ご意見を反映しました〉
　ご意見を踏まえ、Ｐ18の重点
取り組み項目「□多様な情報を
使いやすく提供します」に次の
とおり記述を追加しました（下
線部を追加）。

「ひょうごボランタリープラザ
で運用している、活動団体間の
出会いや情報共有の場となる
「地域づくり活動情報システム
(コラボネット)」について、広
く活用されるよう積極的なPRに
努めます。」

　地域づくり活動情報システ
ム（コラボネット）は、使い
こなしている者はごく一部で
あり、まだまだ身近なシステ
ムになっているとはいえない
ので、工夫が必要である。

中播磨

　まちの子育てひろばでコー
ディネーターをしているが、
ひょうごボランタリープラザ
や少子局など、さまざまなと
ころから、数多くの情報がば
らばらに流れてくるので困っ
ている。ある程度、情報を集
約して提供できないか。

淡路

　自分から進んで活動に取り
組んでいると、情報が入手で
きるようになる。一般の人に
は情報が届かないことが問題
ではないか。 阪神北

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ18の重点取り組み項目「□
多様な情報を使いやすく提供し
ます」やＰ19の「□地域に潜在
する多様な人材の参画・協働を
進めます」において、ご意見の
趣旨を踏まえた記述をしていま
す。

　活動する人が一部に限られ
ている。活動に参加していな
い人をどうやって引き込むか
が課題である。何かわかりや
すいきっかけがないと、なか
なか活動に参加できないので
はないか。

阪神北
中播磨

　地域で活動しているのは、
年配者ばかりなので、若者の
参加を促す取り組みが必要で
はないか。

中播磨

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ19の重点取り組み項目「□
地域に潜在する多様な人材の参
画・協働を進めます」におい
て、ご意見の趣旨を踏まえた記
述をしています。

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ18の重点取り組み項目「□
多様な情報を使いやすく提供し
ます」において、ご意見の趣旨
を踏まえた記述をしています。
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意見等の概要 地域等 県の考え方項目等

　若者をターゲットにした取
組みだけでなく、田舎では、
比較的元気な高齢者が多いの
で、そうした高齢者をター
ゲットにした取り組みも必要
ではないか。

淡路

　2007年問題に関して、退職
して地域に戻ってくる人に対
して呼びかけたいが、知らな
い人に声をかけると不振がら
れるので、なかなか声をかけ
られない。

阪神北

　参画と協働による地域づく
り活動については、地域間で
温度差があるため、活発でな
い地域についてはもっと啓発
していく必要がある。

西播磨

〈既に実施しています〉
　本指針・計画に基づき、参画
と協働の意義や必要性につい
て、積極的に普及・啓発してい
きます。

　神戸の企業は、大阪の方を
向いてCSR活動をしているよ
うに感じる。もっと兵庫県内
で活動するように誘導しなけ
ればならない。

NPO

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ19の重点取り組み項目「□
地域に潜在する多様な人材の参
画・協働を進めます」におい
て、ご意見の趣旨を踏まえた記
述をしています。

　地域づくり活動に関する
様々な講座の修了者が、地域
で活動しやい環境をつくって
ほしい。 西播磨

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ19の重点取り組み項目「□
実践活動につながる学習機会を
充実します」において、ご意見
の趣旨を踏まえた記述をしてい
ます。

　県の事業は、２～３年で終
わることが多いので、団体の
活動の継続性に配慮して、息
の長い支援が必要ではない
か。 中播磨

但馬

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ17の「(1)展開にあたっての
３つの視点　○県民主役の展
開」やＰ20の重点取り組み項目
「□主体的、継続的な活動につ
ながるような支援を行います」
において、ご意見の趣旨を踏ま
えた記述をしています。

　先導的な地域づくり活動に
ついて、県が積極的に支援し
てはどうか。

西播磨

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ20の重点取り組み項目「□
主体的、継続的な活動につなが
るような支援を行います」にお
いて、ご意見の趣旨を踏まえた
記述をしています。

②活動を高め、
支える

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ19の重点取り組み項目「□
地域に潜在する多様な人材の参
画・協働を進めます」におい
て、ご意見の趣旨を踏まえた記
述をしています。
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意見等の概要 地域等 県の考え方項目等

　事業の継続性という観点か
ら、担当者が変わった場合
に、人的なネットワークが途
切れてしまうのは困る。うま
く引き継ぎができるような仕
組みはできないか。

NPO

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ20の重点取り組み項目「□
主体的、継続的な活動につなが
るような支援を行います」やＰ
28の「□職員意識を醸成しま
す」において、ご意見の趣旨を
踏まえた記述をしています。

　団体の代表等にもっと参画
と協働を啓発してしてもらい
たい。そうすれば活動が一般
に広がりやすいのではない
か。 阪神北

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ20の重点取り組み項目「□
主体的、継続的な活動につなが
るような支援を行います」にお
いて、ご意見の趣旨を踏まえた
記述をしています。

　地域づくり活動に取り組ん
でいても、物騒な時代なの
で、地域の人に信頼してもら
えない。
　例えば、ユニフォーム（ス
タッフジャンパー、帽子、名
札）を支給してもらえたら、
身分証明になってもっと活動
しやすい。

阪神北

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ20の「②活動を高め、支え
る」において、ご意見の趣旨を
踏まえた記述をしています。

　地域づくり活動を継続する
上で、活動経費をどのように
捻出するかは切実な問題であ
る。助成制度を充実するとと
もに、その内容を分かりやす
く情報提供してほしい。

淡路

　助成金の使途が限られてい
て、困ることがある。もっと
柔軟な助成をしてほしい。 阪神南

淡路

　パワーアップ事業による助
成は、非常にありがたい。し
かし申請書類が難しいので、
もっと手続を簡素化できない
か。

淡路

　活動助成や指定管理者の選
考にあたって、障害者を雇用
していたら評価されるような
運用はできないか。 NPO

〈具体の施策の参考とします〉
　いただいたご意見は、今後の
活動支援や指定管理者制度の運
用にあたって参考とさせていた
だきます。

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ21の重点取り組み項目「□
自立的な財政基盤の充実を支援
します」において、ご意見の趣
旨を踏まえた記述をしていま
す。
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意見等の概要 地域等 県の考え方項目等

　子どもの登下校時の危険に
対して不安を感じる。県では
どのように対応しているか知
りたい。また、地域における
自主的な子どもの見守り活動
をもっと支援していくべきで
はないか。

但馬

〈既に実施しています〉
　県では、地域住民による自主
的な防犯活動の活性化を図り、
地域における犯罪発生の防止を
めざす「地域ぐるみ安全対策事
業」を実施しています。また、
子育て支援として、地域の団体
や住民がネットワークを組み、
子育て家庭への見守りや子育て
相談など、子育て家庭応援運動
を展開する「子育て応援ネット｣
（地域子育てネットワーク事
業）を推進しています。

　場所の確保にはいつも苦労
しているので、活動拠点が各
地域に数多くあることが大切
である。団体間の交流の場と
なるし、そこに備品等をおい
て、必要に応じて各団体が利
用できれば効率的である。

阪神北
淡路
西播磨

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ21の重点取り組み項目「□
既存施設を活用した身近な活動
の場づくりを支援します」にお
いて、ご意見の趣旨を踏まえた
記述をしています。

　青少年活動コーディネー
ターをしているが、県や関係
機関との情報共有が十分でき
ていない。例えば、サポー
ターズネットについて、そう
いうものがあることは知って
いるが、呼びかけてもらった
ことはない。

淡路

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ22の重点取り組み項目「□
人や活動をつなぎます」におい
て、ご意見の趣旨を踏まえた記
述をしています。
　なお、サポーターズネットに
ついては、地域づくり活動を
担っている人材の情報共有の場
として、関係者に広く呼びかけ
ていきます。

　グループ間の連携・協力を
すすめるにあたっては、グ
ループ間で目的を共有してい
ることが前提であり、連携・
協力することによって何を目
指すのかを明確にするべきで
ある。 中播磨

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ22の重点取り組み項目「□
人や活動をつなぎます」におい
て、ご意見の趣旨を踏まえた記
述をしています。
　なお、多様な主体間での連
携・協力をすすめるにあたって
は、それぞれが一緒になって地
域課題への対応を検討し、目的
を共有することが必要であると
考えています。

　東播磨生活科学センター
で、支援団体が集まる機会が
あったが、そのような取り組
みは大変有意義である。今後
もさらなる充実を期待してい
る。

東播磨

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ23の重点取り組み項目「□
各地域での総合的な支援拠点機
能を充実します」において、ご
意見の趣旨を踏まえた記述をし
ています。

③活動をつな
ぎ、拡げる
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意見等の概要 地域等 県の考え方項目等

　個人情報が守られることに
よって、人とのつながりが制
約される。このメンバーでも
う一度集まりたいと思っても
連絡をとれないので、次の活
動につながらない。

阪神北

〈その他〉
　個人情報保護法の施行によ
り、個人情報保護への関心が高
まり、一部で過剰反応ともいえ
るような状況が見られます。
　県民の皆様には、個人情報保
護の誤った認識により、地域づ
くり活動に支障をきたすことの
ないよう、適正に個人情報を取
り扱いながら、活動していただ
くことが必要と考えています。
　なお、活動グループにおける
連絡表の作成については、そも
そも個人情報保護法の規制対象
ではなく、事前にグループのメ
ンバーから同意を得て作成すれ
ば、特に問題はありません。

　地域振興のためには、企業
とボランティアの連携は大切
である。

NPO

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ22の重点取り組み項目「□
人や活動をつなぎます」におい
て、ご意見の趣旨を踏まえた記
述をしています。

（3）参画と協働
による県行政推
進の方向
①県民と情報を
共有する

　県の出している県民向けの
パンフレットは抽象的な言葉
が多くてよく分からない。パ
ンフレットの作成も「参画と
協働」で、県民の意見を聴き
ながら作成すれば、分かりや
すくて良いものができると思
う。 淡路

〈ご意見を反映しました〉
　ご意見を踏まえ、Ｐ24の重点
取り組み項目「□県民が主体的
に選択できる情報を迅速に提供
します」の記述を次のとおり修
正しました（下線部を修正）。

「若い世代など多様な県民の参
画を得ながら、印刷物の効果的
な配布や編集方法の工夫、対象
とする世代などに着目した広報
活動を展開するとともに、ITを
活用した双方向性のある広報を
推進します。」

②県民と知恵を
出し合う

　地域の交通の利便性をよく
するため、事業を提案した
が、それに対して何も返して
もらえなかった。提案をどう
生かすかが重要である。 阪神北

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ25の重点取り組み項目「□
県民の提案を具体的な取り組み
につなげます」の記述に基づ
き、県民からの提案を有効に活
用するための取り組みを積極的
に進めます。
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意見等の概要 地域等 県の考え方項目等

　県職員の顔が見えないと言
われるが、市町合併で、町が
市になり、市の職員さえも顔
が見えなくなった。行政職員
が地域へ出て行く意識改革が
必要ではないか。

阪神南
但馬

　ＮＰＯの話を聞く姿勢のあ
る職員がいれば、うまくいく
が、人事異動で交代すると活
動が冷えてしまうのは問題で
ある。行政は、引き継ぎをう
まくしてほしい。

阪神南

　「職員意識を醸成します」
とあるが、高い見識を持つ県
職員が、県民の意識を醸成す
るというような印象を持つ。

東播磨

〈その他〉
　Ｐ28の「職員意識を醸成しま
す」の記述は、あくまで県職員
に向けられたものであり、参画
と協働の推進には、県職員の意
識改革、県民の視点にたった行
政能力の向上が不可欠という観
点から記述しています。

　活動に関する相談をしたく
ても、どこの窓口に行けばい
いのか分からない。気軽に相
談できる窓口が欲しい。 淡路

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ29の「□市町との連携を深
めながら、全庁が一体となった
推進体制を整備します」におい
て、ご意見の趣旨を踏まえた記
述をしています。

　行政は、民間企業のよう
に、単に業績主義になっては
いけない。プロセスを重視す
ることが重要である。 東播磨

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ29の「□過程（プロセス）
を重視した施策・事業を展開し
ます」において、ご意見の趣旨
を踏まえた記述をしています。

　人間関係で仕事をするのは
時代遅れではないか。担当者
が変わっても、ビジネスとし
て続けられるような仕組みづ
くりが必要ではないか。 NPO

〈その他〉
　参画と協働の推進にあたって
は、県民と行政が確かな信頼関
係を築くことが大切であると考
えています。
　なお、担当者の変更により、
行政サービスに差が生じないよ
う、職員の資質向上とともに全
庁的なノウハウの共有を図って
いきます。

　企業で実施しているような
職員からの提案を募集し、審
査の上、予算化し実施するよ
うな仕組みはできないか。

NPO

〈既に実施しています〉
　県では、職員の行政参加の意
欲を高めるとともに、行政水準
の向上を図ることを目的とし
て、職員提案制度を実施してお
り、内容が優れていると認めら
れる提案については、施策に活
かすことができる仕組みを設け
ています。

５
参
画
と
協
働
の
推
進
に
向
け
て

(2)推進体制の
整備

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ28の「□職員意識を醸成し
ます」において、ご意見の趣旨
を踏まえた記述をしています。
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意見等の概要 地域等 県の考え方項目等

　行政とＮＰＯが対等に話が
できるようになるためには時
間がかかる。ＮＰＯは実績と
体力をつけていかなければな
らない。

阪神南

　NPOが社会的に認められる
ためには、まず住民と協働す
ることが先決である。その後
で行政と協働すればよい。

阪神南

　行政と協働しなくても活動
していける方法を考えて、実
績を積んでいくことが大事で
ある。私の団体は、行政をあ
てにしなくても活動できるよ
うにしている。

阪神南

　欧米のＮＰＯは、成功の方
法、情報を得るために、互い
に学び、教えあい、協力し
合って、めざましい成長をと
げている。日本のＮＰＯもそ
のような方法で互いに大きく
成長していかないといけな
い。

阪神南

　川西市では、市内の情報交
換の場である「つながりカ
フェ」の開催を３月に予定し
ているが、これをメルマガと
して発行できないかと考えて
いる。

阪神南

　もっと女性の意見を踏まえ
た内容にするべきではない
か。

北播磨

〈その他〉
　本指針・計画の補強・改定に
あたっては、男女を問わず多く
の県民の参画を得ながらとりま
とめました。

〈その他〉
　今後とも、県民の皆さんの意
見や取り組みを参考にしながら
参画と協働の推進に取り組んで
いきます。

その他、地域づくり活
動や県行政全般につ
いて
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意見 市町名 県の考え方

　参画と協働の必要性・重要性につ
いて、住民は十分に理解していない
と思われる。
　このため、参画と協働の必要性・
重要性について、住民に対し、さま
ざまな媒体を通して、分かりやすく
広報、啓発していくことが必要であ
る。

A市

〈既に実施しています〉
　参画と協働の意義や必要性につい
て、本指針・計画の考え方に基づ
き、さまざまな媒体を活用し、わか
りやすい広報・啓発に、より一層努
めます。

　参画と協働の５つの要素（ともに
知る・考える・取り組む・確かめ
る・支える）から、情報の共有化、
活動支援、県行政への参画・協働、
推進体制の整備などを盛り込んでお
り、良くまとまっている。

B市
C市
D市

〈その他〉
　これらの考え方に基づき、県民の
参画と協働のより一層の推進を図っ
ていきます。

　施策の立案・実施にあたっては、
市町の意向を反映し、連携を図るこ
とが必要である。
　また、県と市町が連携・協働して
取り組む事業では、市町の人員等の
体制にも配慮してもらいたい。

B市
C市

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ15の【地域づくり活動での市町
と県の関係は・・・】において、ご
意見の趣旨を踏まえた記述をしてい
ます。

　市町と県の関係について、「市町
と県がそれぞれの特性を生かして、
重層的な取り組みを実施」とある
が、重複行政の見直しが叫ばれる現
状にあって、問題にされることはな
いのか。 A市

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ15の【地域づくり活動での市町
と県の関係は・・・】において、ご
意見の趣旨を踏まえた記述をしてい
ます。
　なお、県民の視点に立って、施策
の効果が相乗的に高まる場合には、
市町と県がそれぞれの特性を生かし
て、重層的な取り組みを実施しま
す。

　文章では市町と県の関係が明確に
記載されているが、「各主体の役割
と連携」の図では、表現が簡潔にま
とめられてしまっている。こういっ
た図は市民に理解しやすいので、図
の中にも詳述してほしい。 E市

〈ご意見を反映しました〉
　Ｐ14の図「行政」の枠内に次のと
おり記述を追加しました（下線部を
追加）。

○市町と県の役割分担と連携
・市町と県の適切な役割分担
・緊密な連携・協調
・県と市それぞれの特性を生かした
重層的な取り組み

　参画と協働に関する情報提供や啓
発により、住民の意識改革を促すと
ともに、講演会や研修会の開催等に
より、多くの担い手づくりを進める
必要がある。

A市

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ18の重点取り組み項目「□多様
な情報を使いやすく提供します」や
P19「□実践活動につながる学習機会
を充実します」において、ご意見の
趣旨を踏まえた記述をしています。

　「団塊の世代を地域力の向上に結
びつけるしくみづくり」を記載する
べきではないか。

A市

〈ご意見を反映しました〉
　ご意見を踏まえ、Ｐ19の重点取り
組み項目「□地域に潜在する多様な
人材の参画・協働を進めます」にお
いて、項目を別にして記述しまし
た。

「特に、2007年頃から退職期を迎え
る団塊の世代が、これまでの社会経
験や技能を生かして、地域づくり活
動に取り組めるよう、総合的な支援
に取り組みます。」

(2)各主体
の役割と連
携

③ 市町から提出された意見等の概要とこれに対する県の考え方

(2)地域づく
り活動の支
援の方向
①新たな活
動を生み、
育む

４
参
画
と
協
働
の
展
開
方
向

指針・計画全般に
ついて

項目等

意見等の提出件数：　１６件（７市町）

３
兵
庫
が
描
く
参
画
と
協
働
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　市町や県を構成するのは地域の住
民であり、地域の活性化が、市町や
県の活性化につながる。そのために
は、地域づくり活動の継続的な支援
は必要であるが、最終的には活動団
体の自立につながるような支援でな
ければならない。

F市

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ17の「（１）展開にあたっての
３つの視点　○県民主役の展開」や
Ｐ20の重点取り組み項目「□主体
的、継続的な活動につながるような
支援を行います」において、ご意見
の趣旨を踏まえた記述をしていま
す。

　地域を支える人材は豊富である
が、高齢者が多く、申請に苦労して
いる。申請書類等を簡素化するとと
もに、文字を見やすくしたり、書き
方の見本をつけたりする工夫も必要
である。

B市

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ21の重点取り組み項目「□自立
的な財政基盤の充実を支援します」
において、ご意見の趣旨を踏まえた
記述をしています。

　地域づくり活動応援（パワーアッ
プ）事業の拡大・継続をお願いした
い。

A市

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ20の重点取り組み項目「□主体
的、継続的な活動につながるような
支援を行います」において、ご意見
の趣旨を踏まえた記述をしていま
す。

　利用する住民から見ると、縦割り
でいろいろな制度を作っており、分
かりにくいのではないか。

D市

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ18の重点取り組み項目「□多様
な情報を使いやすく提供します」に
おいて、県民が活用できる活動支援
情報を集約して提供するため、活動
支援ナビ等の機能を充実するととも
に、そのシステムが広く活用される
よう広報に努めることを記述してい
ます。

（3）参画と
協働による
県行政推進
の方向
③県民と力
を合わせる

　「早い段階から市町と県が情報提
供し…」の「早い段階」とは、「施
策立案段階」のことなのか。表現を
統一した方が分かりやすいのではな
いか。

D市

〈ご意見を反映しました〉
　ご意見を踏まえ、Ｐ26の重点取り
組み項目「□県民の主体性を生か
し、多様な協働を展開します」の記
述を次のとおり修正しました（下線
部を修正）。

「地域に密着した取り組みについて
は、施策立案段階から市町との情報
共有・調整・連携を図るとともに、
…」

５
参
画
と
協
働
の
推
進
に

向
け
て

(1)目に見え
る形での展
開

　参画と協働について、県民に対
し、分かりやすく情報提供すること
により、多くの人に周知していくこ
とは大切であるが、現時点では、ま
だまだ認知度は低いと思われる。こ
のため、参画と協働の姿を目に見え
る形で実感できる事業の展開は、県
民の参画と協働を多くの人に周知す
る一つの手段でもある。

F市

〈既に盛り込み済です〉
　Ｐ28の「目に見える形での展開」
に記述のとおり、今後、できるだけ
県民にわかりやすく、取り組みやす
い形で参画と協働の推進を図ってい
きます。

②活動を高
め、支える
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